
高知工業高等専門学校と高知工業斑等専門学校校友会における

学生等額人情報の報互提供に関する覚書

高知工業高等専門学校(以下 f串Jという J及び高知工業高等専門学校校友会(以下「乙Jという。)

は、原及び乙がそれぞれ保有する学生等の個人情報{以下「学生等個人構報」としづ。〉の相互提供に

関し、次のとおり党議を締結する。

(目的等)

第 1条 申及び乙は、申又は乙が主器、共催または後援する事業等を効県的かっ究室率的に爽施するとと

もに、相互の協力関採を発展させるため、学生等傭入構報の相互提棋会行うものとする。

(提供する学生等個人構報)

第 2条 陪及び乙が提供する学生等個人情報は、次のとおりとする。

へ (1)申に入学した者

$学生氏名〈漢字，かな) 

e性別 

e保護者氏名(漢字，かな)

⑭保護者の連絡先(郵梗番号，現住所，電話番号)


命国籍{外留人留学生等〉
 

e入学年度


@学生の所踊(所農学科・専攻〉
 

(2)申を卒業・修了した者
 

φ氏名{摸字，かな)
 

e勤務先{準路先)の名称{漢学，かな)


窃勤務先(瀧路先)の連絡先(郵袈番号，住所;謹話番号)


密告唱の連絡先(郵便番号，住所，護憲話番号)
 

φ入学年度


。卒業・諺了狩の所属学科・専攻
 

(3) 甲の現教戦員
 

e氏名(漢字，かな)


窃勤務先の連絡先{学内組縮電話番号，メーノレアドレス)
 

φ新属


@役職名 
  

(4) 甲に在籍していた教職員
 

e氏名(漢字，かな)


@自定の連絡先(元教員のみ:郵便番号，住所，謹話番号)
 

φ退職・転出年度


④所霜

@倒蔽名{元教員のみ) 

2 前項の学生等個人構報は、組織として、甲又は乙に提供することを明示した上で取得したもの又は

学生等本人から甲又は乙iこ擾供することについて同意を得たものに限るものとする。

(利用)

第 3条 提供された学生等個人情報は、科用目的の範器内において陪又は乙が実施する事業に利用する



ことができる。ただし、学生等本人から当該本人に関わる学生等個人情報の利用停止の申し出があっ

た場合は、き皆様学生等個人情報の利用を停止するものとする。

(管理〉

第 4条 申及び乙i立、学生等個人構報を取り扱うにあたり、申又詰乙がそれぞれ侵入情報を安全かっ正

確iこ管理するため講乙た、学生等借入信報に対する不正アクセス又は{警報の紛失、破壊、教ざん、漏

洩等のリスクに対する合理的な安全対策その起の偶人情報保護に関する取扱いに基づき、学生等綿入 

f警報を適切に管理するものとする。 

2 甲及び乙は、本覚書締結議速やかに、学生等倒人情報の管理者を相手方へ報告し令ければならない。 

3 甲又は乙は、結手方から要藷があったときは、物躍的に不可能なものを除き、提供された学生等傍

人矯報〔これを複写又は複製したものを含む。)を返還若しくは廃棄又は棒手方の指訴するところに

より処置するものとする。

{機密部持義務)

第 5条 申設びGI立、学金等個人情報を秘密に保持し、法令等の定めによる場合を除き、学生等鐘人情

報を取り扱う必要がある最小限の職員等以外に学生等個人情報を罪恭または提供してはならない。 

2 申及び乙は、学生等鐘入構報を取り援う職員に対し、その在職中及び退職後においても学金等個人

智報を秘密に保持するよう義務社けるものとする。

(記銭〉

第 6条 申及び乙は、学生等個人構報の受領、管理、提供、機製、第棄等について記録し、相手方から

要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。

(事故)

第 7条 甲及び乙において学生等綿入構報に対する不正アクセス又はf警報の紛失、破壊、改ぎん、議議議

等の事故が発生したときは、直ちにその誌を相手方に報告し、相手方の指示に従って直ちに応急措置

さと講じるものとし、当該措霞を講じた後直ちにきち該事故及び応急措畿の報告並びに再発防止策を番語

により録恭しなけれ誌ならない。 

2 前項の規定辻、双方の敢諾のもと利用目的の範囲内で第三者ζ提供した場合で、当該第三者におい

て事故が発生したときも適用する。

本堂書の締結を証するため、本堂書 2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ 1過を保管するものとする。

平成  24年 4月 1日

{甲)高知工業高等専門学校

校長 船橋

(乙)高知工業高等専門学校校友会

会長 久保


